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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

１．安全衛生年間計画を作成し、計画的に安全衛生活動

を行います。

２．職場の５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）や

ヒヤリハット活動を推進して行動災害を防止します。

３．高年齢労働者に配慮した業務配置や設備改善を

実施します。

４．健康診断を確実に実施するとともに、結果について

医師の意見を聴取して適切な事後措置を講じます。

５．全従業員に対してストレスチェックを実施し、心身

の健康および快適な職場環境の確保に努めます。


